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第３０回船員派遣事業等フォローアップ会議の報告について

（令和４年１月２１日開催）

１．令和３年１月から令和３年１２月までに地方運輸局等が実施した５２事業者に対する監査の結

果について、以下のとおり事務局から報告し、是正指導状況等について意見交換等を行

った。

※有効許可事業者(令和３年１２月末日現在) ２９４事業者

（１）被監査事業者の概要等

①船員派遣事業の実施状況

・実施済： ３２事業者

・未実施： ２０ 〃

②派遣船員等の状況（監査時点合計）

・派遣船員を含む雇用船員： １，９１２人

（内訳）派遣船員： ４７４人

派遣船員以外の雇用船員： １，４３８人

・派遣先船舶： ７８隻

・過去3年間の派遣先企業数（累計）： １８８事業者

（２）監査における是正指導状況

是正指導を受けた事業者 ：１３事業者（２９件）

船員派遣契約書記載内容の不備 ： ７事業者（ ７件）・

・派遣船員の明示不備 ： １事業者（ １件）

・就業条件の明示不備 ： ７事業者（ ７件）

・派遣先への通知不備 ： ３事業者（ ３件）

・派遣元管理台帳の記載不備 ： ４事業者（ ４件）

・安全衛生教育の実施に関する通知不備： ４事業者（ ７件）

【是正指導事項については、全て改善済み。】

２．主な質疑、意見等

・派遣料金表記載の料金が低いという感覚。働き方改革の中で船員の労務管理体制

が強化されるが、派遣事業者においても時間外労働、賃金支払い等適正な労務管

理がなされているか、適切に指導、監督されたい。

・是正指導事項が依然として多い。軽微な内容とはいえ大きな問題になることが懸

念される。

・過去に指摘を受けている業者に対しては、通常より監査間隔を短くするなど、厳

しい指導をお願いしたい。

・資料は数値の算出根拠を示すなど、分かり易く工夫して欲しい。
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